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平成27年度　ノースアジア大学観光学科�
　　　　　　　　　　地域枠推薦入学試験のお知らせ�

■特 典 等　　・観光奨学生として、留学時に、海外留学に要する費用の助成を受けられます（40万円を限度

とします）。なお、留学を希望しない場合は受けられません。�

　　　　　　　・留学時の授業料の免除を受けられます。留学特別奨学生にあっては留学時の授業料の全額免

除、留学奨学生にあっては留学時の授業料の半額免除です。�

　　　　　　　・観光研究室へ優先入室できます。この研究室に入室すると、１日中利用できる自分の机が貸

与されます。また、特別講座を受講することができます。�

�

■問合せ先　　ノースアジア大学　入試広報課　　　　　０１８－８３６－１３４１�

　　　　　　　　　　　　　　　　教務学生課大学係　　０１８－８３６－１３３０�

区　　分�

出 願 期 間�

試　験　日�

時　　　間�

内　　　容�

会　　　場�

合格発表日�

第１回観光学科地域枠推薦入試� 第２回観光学科地域枠推薦入試�

１１月７日（金）� １２月２６日（金）�

１０月１０日（金）～１０月２４日（金）� １２月１日（月）～１２月１２日（金）�

１１月１日（土）�

受付開始　午前９：００～、小論文　午前９：４０～、面接　午前１０：５０～�

小論文（６０分）、面接�

ノースアジア大学（秋田市）�

１２月２０日（土）�

　ノースアジア大学の地域枠推薦入学試験制度は、本学観光学科の推薦入学者枠を観光連携市町村（八峰町も

含まれます）に割り当て、当該市町村で将来、公務員として観光行政等に携わりたいと考えている方や、将来

観光事業の経営者として、あるいは管理職として活躍したいと考えている方を入学させ、本学において教育し、

卒業後に当該市町村において活躍していただくことを目的としています。�

�

■対　　象　　ノースアジア大学の法学部観光学科への入学を希望し、将来その地域において観光業界や市町

　　　　　　　村等の観光に関する仕事に携わる意思を持っている生徒�

�

■出願資格　　１．ノースアジア大学と観光連携協定を締結している市町村に在住する

高校生もしくは高校卒業生、または当該市町村出身の高校生もしくは

高校卒業生であること�

　　　　　　　２．評定平均値が３.２以上の者であること�

　　　　　　　３．観光連携市町村長の推薦書があること�

�

■試験日及び会場等�

平成26年度　秋田県市町村職員共済組合職員採用試験のお知らせ�
　大学（短期大学除く）を卒業または卒業見込みの方を対象とした、平成26年度秋田県市町村職員共済組合
職員採用試験が、下記の日程で実施されます。�
■試験区分及び採用予定人員�

■受験資格　　平成２年４月２日以降に生まれた方で、学校教育法による大学（４年制）を卒業または�
　　　　　　　平成27年３月31日までに卒業見込みの方�
■試験日時　　平成26年11月15日（土）　午前10時10分�
■試験会場　　フォーラムアキタ　秋田市中通６丁目７－36�
■申込手続　　受験申込用紙は秋田県市町村職員共済組合（秋田市山王四丁目２番３号）にあります。�
　　　　　　　申込用紙を郵送希望の場合は、封筒の表に「職員採用試験受験申込書請求」と朱書きし、120

円切手を貼った宛先明記の返信用封筒（A4版が入る大きさ）を必ず同封のうえ、共済組合総
務課あてに請求してください。�

■受付期間　　９月16日（火）～10月15日（水）　※郵送等の場合、必着�
■そ の 他　　詳細は右記ＵＲＬからホームページをご覧ください。　http://www.kyosai-akita.jp/�
■問合せ・申込先　　〒010－0951　秋田市山王四丁目２番３号（秋田県市町村会館内）�
　　　　　　　　　　秋田県市町村職員共済組合　総務課　　018－862－5262

試 験 区 分�

大学卒一般事務�

採用予定人員�

１名程度�

職 務 内 容 �

秋田県内の市町村役場等の職員の方を対象とした、医療給付・�
年金・福祉事業に関する業務�

１.  結婚サポーターの活動内容�
　秋田県に登録し、各地域でボランティアとして、主に次のような｢出会い･結婚支援活動｣を行います。�
　●出会いや結婚に関するお世話やアドバイス　　●出会いイベントの企画･開催のお手伝い�
　●「あきた結婚支援センター」の紹介や出会いイベント等に関する情報提供�
２.  活動期間�
　登録の日から２年後となる日の属する年度末（更新あり）�
３.  申込方法�
　「結婚サポーター応募用紙」に必要事項を記入のうえ、役場企画財政課企画係まで提出してください。�
    ※応募用紙は企画財政課窓口、町のホームページからも入手することが可能です。�
４.  活動までの流れ�
　①役場を通じて応募し、｢あきた結婚支援センター｣の研修を受講して頂きます。�
　　（研修は八峰町役場で、２時間程度行います）�
②研修後、県から「身分証」を交付します。また、「あきた結婚支援センター」のウェブサイトにサポー
ターのお名前とお住まいの市町村名を掲載し、地域の皆さんにＰＲします。                                      �
③活動開始�
　町では、サポーターに登録された方が実施する小規模なお食事会から、大規模なお見合いパーティー
などに係る費用を助成する「出会いの場応援事業」を用意しております。�
　また、サポーター同士の意見交換の場として、年に数回、サポーター会議を実施したいと考えています。�

出会いや結婚を希望する独身の方々を支援する�
『結婚サポーター』『結婚サポーター』を募集します！を募集します！�

出会いや結婚を希望する独身の方々を支援する�
『結婚サポーター』を募集します！�

●問合せ先　企画財政課　企画係　　0185－76－4603


